
電子申請の利用者登録について ver2.0

伊勢原市 下水道経営課
計画係



電子申請による宅内排水設備等の申請について

令和３年４月より以下の書類について紙による提出ではなく

電子申請（※）による提出となっています。

◼ 排水設備新設等確認申請書

◼ 排水設備完了届（公共下水道使用開始等届）

◼ 排水区域外使用許可申請書

◼ 排水設備申請の取下げ

◼ 指定工事店指定・更新申請書

◼ 責任技術者新規・更新申請書 など ※自費工事は、紙の提出による申請です

電子申請の概要

※電子申請

神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会に参加する団体が共同で提供するオンライン行政サービス

自宅や職場のパソコンから原則24時間、休日でも申請などが可能



電子申請による宅内排水設備等の申請について

電子申請のイメージ
◼ 申請書等は電子申請で作成し

オンラインで提出

+

※指定工事店の申請などで住民票をはじめ原本

の提出が必要な書類は、郵送や窓口での提出

◼ 市から送付する決定通知書は電子申請システムで受取り

◼ 添付書類はpdfファイル等で

電子申請に添付（案内図・図面等）



STEP1-1 利用者登録

利用者登録ページにアクセス
伊勢原市ホームページで「下水道経営課の業務について」を検索

クリック

「排水設備工事や指定工事店などに係る電子申請について」

クリック

申請を１つ

選んで

クリックすると

電子申請システムに

接続されます

（次ページへつづく）

スクロール

(画面を下へ)



STEP1-2 利用者登録

利用者登録ページ

「利用者登録される方はこちら」

をクリック

クリック

下へ

スクロール

◼ 社内に複数人の申請担当者がいる場合、担当者ごとにアカウント

を作成していただいて構いません。



STEP1-3 利用者登録

利用者登録ページ（利用者ID メールアドレスを入力）

◼利用者区分は「法人」を選択

（個人事業者の方も法人を選択）

◼利用者IDは必ず連絡が取れるメール
アドレスを入力

※市とのやり取りの際のメール (決定通知書の送付案内メー

ルを含む）の送付先となります。
最後に

クリック

クリック

※社内に複数人の申請申請者がいる場合、担当者ごとにアカ

ウントを作成していただいて構いません。



STEP1-4 利用者登録

◼先ほど登録したメールアドレス宛て

にメールが届くので

ＵＲＬをクリック

電子申請システムに

接続されます

（次ページへつづく）



STEP1-5 利用者登録

※画面イメージは現在のもの
と若干異なります

◼※は必須項目です。

◼パスワードは必ずメモをしてください。

◼法人名は指定工事店名(個人事業を含む）を入力

◼登録したアドレス以外にも通知を送る場合は、メール

アドレス２も入力してください

◼登録が完了すると、連絡先メールアドレスに

登録が完了した旨の通知が届きます。



[参考] 利用者登録を済ませた後 →新たに申請をするには

宅内排水設備の工事や指定工事店･責任技術者の電子申請をする際には、

伊勢原市「下水道経営課の業務について」で検索したページからアクセスしてください。

クリック

「排水設備工事や指定工事店などに係る電子申請について」

クリック

申請を１つ

選んで

クリックすると

電子申請システムに

接続されます

スクロール

(画面を下へ)



[参考]利用者登録を済ませた後→申請内容の確認や修正をするには

①電子申請システムへログイン ②画面右上の［マイページ］をクリック（[申請状況確認]でも可）

ログインページをブラウザで［お気に入り］登録して
おくと便利です

これまで申請した一覧が出てきますので、各行の右
端「詳細」ボタンで申請の確認･修正ができます。


